質疑回答内容公表
案件名　保存飲料水（軽減税率対象）
回答課　危機管理課
更新日　令和８年５月２５日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年５月２１日
	仕様書の納品場所に※納入する場所への搬入については受注者が行い、その人員及び機材についても受注者が用意することとなっています。
お尋ねしたい点は下記2点です。

1.安城市第二中央防災倉庫ではフォークリフトをお借りすることができますか？


2.パレットは納入業者で用意する必要ありますか？
それとも防災倉庫にあるものを使うことになっていますか？
1パレットに10個×6段として約10パレット
1パレットに10個×5段として約12パレット必要となります。
	令和８年５月２５日
	





１．お貸しすることはできません。人員及び機材については受注者が用意をお願いします。

２．防災倉庫に保管する際のパレットは発注者で用意します。



